
令和７年４月１日以後開始事業年度等分 

内国法人用 

 

【№３】当事業年度に適用される別表

を使用していますか。 

【№56】５欄は、25％（租税条約で保有

割合が軽減されている場合は、その割

合）以上となっていますか。 

【№57】７欄は、当事業年度中の日付と

なっていますか。 

【№58】８欄は、６月以上の期間となっ

ていますか。 

【№59】27欄の金額を別表四で加算していますか。 


